
「美祢駅軽トラ朝市」　出店者募集要項
１．開催日時および時間
毎月第3土曜日　午前9時から午後1時まで（小雨小雪決行）

２．開催場所
　　JR美祢駅前周辺

３．内容
　　JR美祢駅前周辺を歩行者天国として規制し、軽トラックの荷台で野菜や果物、工芸品や海産物等の販売を行いながら、来場者を対象としたイベント開催により、消費者や生産者および商工業者の相互交流を図り、中心市街地の活性化の賑わいを創出する。

４．出店車輌および登録料・出店料
　　出店車輌は軽トラックをはじめとした軽自動車を基本とします。
　　登録料は、1台につき年3,000円（市外出店者）・年1,200円（市内出店者）とし、申
込時に年間一括納入してください。事業期間は4月～3月とし、年度途中登録は月割
りとさせていただきます。
申込手続き後の登録料は、返金できません。
　　出店料は、1回につき1区画1,000円／1台となります。申込時に納入してください。

５．募集台数
　　軽トラック（同等サイズの車輌も可）　約30台

６．申込締切日
　　毎月開催日の10日前まで受付を致します。
· 但し、募集台数になり次第締め切らせていただきます。（キャンセル待ちは可能）

７．参加申込方法
　　出店申込書に必要事項をご記入のうえ、下記まで郵送、FAX又はメールにてお申し込み下さい。
　　締切日必着でお願いします。
 (
申込先（事務局）：「
美祢駅軽トラ
朝市」実行委員会出店申込係
〒
759-2212
　美祢市大嶺町東分
320-3
　美祢市商工会内
TEL:0837-52-0434  FAX:0837-52-0464
M
ail:mineshi@yamaguchi-shokokai.or.jp
)　　





※申込書の入手方法
・申込書は、美祢市商工会本所および商工会秋芳支所にてお受け取りください。
· FAX又はメールアドレスをお持ちの方は、上記事務局にご連絡いただければ、FAX又はメールにて送付します。

９．留意事項
　　①出店条件
　　◆出店者は、実行委員会の指示に従ってください。
　　◆出店区画は、1区画6ｍ×3ｍで出店場所は、実行委員会で決定いたします。
　　◆電気・水道の供給はできません。必要な場合は持ちこみとなります。
　　◆コピー商品など法律に違反する物品や盗品、危険物など社会通念上ふさわしくないと実行委員会が判断した物品は販売できません。
　　◆会場内での盗難や破損、事故または、販売商品による食中毒や事故等が発生した場合は、当該販売者の責任で速やかに対応してください。
　　◆出店に関する事故等について、一切責任・補償を負いません。
　　◆申込後に販売品目を変更される場合は、予め事務局に申し出てください。
　　②搬入・搬出および清掃
· 搬入および出店準備は、午前8時から午前９時までに終えてください。
· 自身の出店場所及びその周辺は、出店者が清掃してください。
· 販売の際に出したゴミ等は出店者が責任を持って回収し、持ち帰り処分してください。
· 午前9時から午後1時までの間は車輌の移動はできません。
· 搬出は午後1時から午後1時30分までの間に終えてください。
③営業許可・衛生管理
· 飲食関連の販売については、臨時営業許可や移動食品営業許可証を取得している方に限ります。
· 食品衛生法に基づく許可等、出店者個々の営業に必要な許認可手続き等は、出店者の責任で対応してください。
· 出店申込書と一緒に許可証等の写しを提出してください。
· 食品を取扱う出店者は、食品衛生法のルールを守り、消費者に対し安全で衛生的な食品の提供に努め、食中毒防止など食品管理には十分注意してください。
· 食品販売に必要な表示は、確実に行ってください。
④開催の中止
· 基本的に雨天時でも開催しますが、気象状況、会場の都合により開催が中止となる場合があります。開催、中止の判断は、実行委員会が行います。
· 中止の場合は、前日までに実行委員会から出店者へ連絡します。予備日の開催はありません。
· 開催中止になったことにより生ずる間接的損害等（営業上の利益損失等も含む）について、実行委員会による補償は一切できません。
⑤出店の取り止め
· 実行委員会からの指示や出店規約を遵守しない出店者については出店を取り止めて頂きます。
 (
　　　　　　　主　　催 「美祢駅軽トラ朝市」実行委員会
後　　援　美祢市・美祢市商工会・吉則商店会
協　　賛　
美祢市観光協会・
山口美祢農業協同組合・カルスト森林組合
)
